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あなたの市民税・府民税を本書のとおり決定しましたの
で通知します。

令和　5年　6月　1日

（2023年）

大阪府豊中市長

長内　繁樹

お問い合わせ番号 � 

金融機関名 � 

口座番号 � 

振替方法 � 

口座名義人 � 

圏
公印は、黒色の亀子印です
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令雪5年度市㌢　　　目兼決定通知書下記のとおり決定しましたので通知。たします。 

i氏　名i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i税額変更理由 
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－ �第1期 ����第2期 ����第3期 ����第4期 ���� ���� ���� 
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充当額 �＊＊＊ �＊ �＊＊ �＊＊ �＊＊ �＊ �＊＊ �＊＊ �＊＊＊ �＊ �＊＊ �＊＊ �＊＊＊ �＊ �＊＊ �＊＊ � � � � � � � � � � � � 

未納額 �＊＊＊ �＊ �＊＊ �＊＊ �＊＊ �＊ �＊＊ �＊＊ �＊＊＊ �＊ �＊＊ �＊＊ �＊＊＊ �＊ �＊＊ �＊＊ � � � � � � � � � � � � 
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特別徴収を行う公的年金の種類並びに支払者の名称及び法人番号

公的年金の種類 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

支払者の名称 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

支払者の法人番号

公的年金から特別徴収の方法によって徴収する額及び徴収月

＼ �令和5年10月 ����令和5年12月 ����令和6年2月 

新　規 �＊＊＊＊車＊＊＊＊ ����＊＊＊＊＊匡＊塵＊ ����＊＊車＊＊串＊匡＊ 

請求及び審査請求裁決後の取消しについて

＊全期分・第1期分のいずれか
ご選択のうえ、納付ください。

あなたが昨年度から引き続き公的年金からの特別徴収の対象者である場合は、昨年度の
通知書において通知した次の額を、特別徴収の方法によって徴収します。

令和5年4月 令和5年6月 令和5年8月

あなたが本年度において公的年金からの特別徴収の対象者であり、来年度も引き続き公
的年金の支払いを受ける場合は、公的年金の支払者が次の額を特別徴収の方法によって
徴収する　と〉　たります　　　地方税法第　条することになりますので、地方税法第321条の7の8の規定によって通知します 

「、一一＿－＿ �令和6年4月 �i令和6年6月 �令和6年8月 

仮徴収税額 �＊＊＊車重＊申＊＊ �＊＊＊申＊申＊申＊ �＊＊申＊＊申＊申＊ 
あなたがこの通知書に記載された事項について不服がある場合は　この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、豊中市長に対して審

査請求をすることができます。処分の取消しを求める訴えは、前記審査請求に対する裁決を経た後でなければ隆起することができません。この処分の取消しの訴え高、こゐ裁決があらだことを知っ夏日の蜜月から起算

青線基糠嘉嘉賄綬能義鱗謀議蒲辣欝謁嶽ま鵠雰露難謀あ繋寵詫器量諒謹書連続鴻鵠潔墓誌弊害：淡謙譲諾欝撃諜註擬議嘉
あるとき。ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間
やこの処分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすること又は処分の取消しの訴えを接遇することが認められる場合があります。


